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「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画（素案）」に対する 

意見募集について 

 

奈良市では、「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画」を策定するた

めに、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり審議会と奈良市協働のための庁内推

進会議において検討を進めてまいりましたが、この度「奈良市市民参画及び協働によ

るまちづくり推進計画（素案）」がまとまりました。そこで、奈良市市民参画及び協

働によるまちづくり推進計画を策定するにあたり、広く市民の皆様からの意見を募集

します。 

 

 

１．奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画の趣旨 

  平成２１年７月に施行した「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例」に

基づき、市民参画及び協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推

進するための計画です。 

 

２．意見募集の期間 

  平成２２年１０月５日（火）～１０月２９日（金）消印有効 

 

３．意見を提出できる個人及び団体 

  市内在住・在勤･在学の個人、市内で活動している市民公益活動団体※・事業者な

ど 

※市民公益活動団体…地域自治組織（自治会その他の市内の一定の区域に住所を

有する者の地縁に基づいて組織された団体。）、ＮＰＯ法人､

ボランティア団体その他の団体で､市民公益活動を継続的

に行うものをいう。 

 

４．奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画（素案）の公開場所 
  素案は、市役所広報広聴課及び市民活動推進課で公開・配布しています。なお、

市ホームページ（http://www.city.nara.nara.jp）で閲覧・ダウンロードできます。 
 

５．意見の提出方法 

  表題に「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画（素案）に対する意

見」と明記し、意見、住所、氏名、電話番号（団体の場合は団体の名称・所在地・

電話番号）を記載し、市役所市民活動推進課へ郵便又は信書便・ＦＡＸ・電子メー

ル・ホームページの入力フォーム・持参のいずれかの方法で提出してください。 

  なお、意見の提出にあたっては、次の点にご注意ください。 



 ● 電話等口頭による意見は受付できません。 

 ● 電子メールによる提出の場合は、件名に「奈良市市民参画及び協働によるまち

づくり推進計画（素案）に対する意見」と入力し、必ずメール本文に意見を記

入してください。電子メールにファイルを添付しないでください。 

 ● 素案に対する意見は、日本語で記入してください。 

 ● 提出された原稿等は、返還できません。 

 

６．意見の取扱い 

● 提出された意見を考慮して、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり審議会

での再度の検討を経て、審議会からの答申を受けた後、さらに市で精査して、

推進計画を取りまとめて公表します。 

● 推進計画を公表する際、提出された主な意見の要点を項目ごとに整理集約した

上で、それらに対する市の考え方、素案を修正した場合はその内容及び理由を

併せて公表します。 

 ● 推進計画及び意見募集の結果の公表時期は平成２２年１２月中旬の予定です。 

 ● 提出された方への個別の回答は行いません。 

● 意見を提出された個人に関する情報は、本件に係る情報としてのみ使用し、他

の目的で使用しません。なお、意見を提出された個人に関する情報は公表しま

せん。 
 

 

≪意見の提出先≫ 

〒630-8580 奈良市二条大路南―丁目１番１号 

奈良市市民活動部市民活動推進課（市役所北棟 ６階）

TEL＆FAX 0742-34-4869 

E-mai l shiminkatsudo@city.nara.lg.jp 




